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　軽自動車税には減免制度があります。一定の要件に
該当する人が申請期限までに申請をすると、減免を受
けることができます。ただし、減免は普通車を含め１
人１台になります。軽自動車税の減免を申請する場合
は、納税通知書が届いてから申請してください。

■減免対象
　障がい者本人が所有する自動車を運転する人が
　①障がい者本人
　②障がい者と生計を一にする家族
　③障がい者を常時介護する人
※ただし、身体障がい者が年齢18歳未満の場合、知
的障がい者（A１、A２）、または精神障がい者（１級）
で家族運転の場合、生計を一にする者が所有（取得）
する自動車を含む。

■申請に必要なもの
　①軽自動車税納税通知書　②手帳
　③運転免許証（運転する人）　④印かん

■申請期限　５月31日火

■申請先　税務課課税係

　税金は法律で、「督促状を発した日から起算して10 
日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し
押さえなければならない」となっています。
　御船町では、督促状を送付後、催告書などで納付を
促しています。それでも納付がない場合は、財産調査
（銀行、勤務先、取引先などへの調査）を行い、差押・
換価して、町税に充てることになります。

　平成27年10月１日を基準日とした国勢調査の速報
値が総務省統計局から発表されました。
　御船町の人口は17,243人、世帯数は6,307世帯と
なりました。確定値は10月以降、順次公表されます。

■平成 22年実施の前回調査との比較
　•御船町　人　口＝645人（3.61％）減少
　　　　　　世帯数＝83世帯（1.33％）増加

　•熊本県下45市町村の前回調査との比較
　　　　人　口＝増加（７市町村）、減少（38市町村）
　　　　世帯数＝増加（18市町村）
　　　　　　　　減少（26市町村）
　　　　　　　　増減なし（１市町村）
　皆様からいただいた大切なデータは、私たちのより
良い暮らしや住みよいまちづくりに役立てられます。
調査のご協力、ありがとうございました。

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの
恩恵が及びにくい高齢者を支援するために平成27
年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28
年度中に 65歳以上になる人を対象に３万円が支給
されます。
　給付金を受け取るためには申請が必要です。御
船町では平成28年５月10日火から受付をはじめま
す。対象者には、５月の大型連休明けに申請書を郵
送します。

■支給対象者
・平成27年１月１日（基準日）において御船町に
住民登録されている人
・平成27年度町民税（均等割）が非課税の人
　（課税されている人に扶養されている人を除く）
・平成29年３月31日までに65歳以上になる人
　（昭和27年４月１日以前に生まれた人）

■減免対象の障害の範囲

【療育手帳】　Ａ１・Ａ２
【精神障害者保健福祉手帳】　１級

　３月18日、恐竜博物館交流ギャラリーで「平成27 
年度御船町合同公売会」が開催され、200人を超える
人が来場しました。県内外の６市町から130品が出品
され、506,079円が税に充てられました。（御船町＝
41品出品。278,960円）今回の公売会では、全国初
となるタッチパネルによる入札が行われました。

～町税の延滞金Q ＆ A ～

Ｑ . 催告書を見ていない間に延滞金がだいぶ発生
していた。電話連絡もなかったので、延滞金は納
付しなくてもいいのでは？

Ａ . 納付が必要です。
　法律の規定により、延滞金は納期限の翌日から
加算されるものであり、催告書を見ていない、電
話連絡がないなどにかかわらず徴収されます。

■御船町の国勢調査人口・世帯数の推移

※この結果は速報値ですので、後日総務省統計局が公
表する確定した数値とは異なる場合があります。

　６年の編さん期間を費やし、平成19年に完成した
御船町史（１巻・全1,343㌻）を 4,500円で販売して
います。
　この１巻に、ふるさとを愛するすべての人に知って
もらいたい” みふねの歴史” が集約されています。

障害の区分 本人運転 生計同一者
常時介護者

視聴覚障害 １級～３級・４級の１
聴覚障害 ２級・３級
平衡機能障害 ３級

音声機能障害 ３級
※咽頭摘出に限る ―――

上肢不自由 １級・２級の１、２

下肢不自由 １級～６級 １級～３級

体幹不自由 １級～３級・５級 １級～３級

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動障害

上肢機能 １級・２級

移動機能 １級～６級 １級～３級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼう
こうまたは直腸の機能障害、
小腸の機能障害

１級・３級

肝臓機能障害 １級～３級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫の機能障害 １級～３級

年 人口 世帯数

昭和40年 19,381人 4,285世帯

昭和45年 17,716人 4,288世帯

昭和50年 16,698人 4,280世帯

昭和55年 17,536人 4,523世帯

昭和60年 17,977人 4,884世帯

平成 2年 17,952人 5,062世帯

平成 7年 18,438人 5,504世帯

平成12年 18,532人 5,805世帯

平成17年 18,116人 5,999世帯

平成22年 17,888人 6,222世帯

平成27年 17,243人 6,307世帯
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軽自動車税の減免申請は５月31日まで
問税務課　課税係　☎２８２－１１１４

高齢者向け給付金 御船町史を販売中
問福祉課　社会福祉係　☎２８２－１３４２ 問社会教育課社会教育係　☎２８２－０８８８

差し押さえた財産を公売。御船町合同公売会
問税務課　徴収係　☎２８２－１１１５

国勢調査速報値をお知らせします
問企画財政課　行革推進係　☎２８２－１２６３


